
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

香港のオフィスと営業所の賃貸のマニュアル 

 

1. 考慮事項 

 

香港においてオフィス又は店舗を賃貸することは起業の重要な一環です。適切な住所を選択する以

外に、以下の事項に注意する必要があります。 

 

(1) 物件の用途 

(2) 付帯設備 

(3) 適正な面積 

(4) 場所 

(5) ターゲット市場との距離 

(6) 家賃 

 

2. 契約締結についての注意点 

 

賃貸借契約書は拘束力のある法的文書であり、借主や貸主が合意した権利や責任に重大な影響を

与えます。通常、賃貸借契約書の内容には、契約期間、家賃、支払い期限、保証金、用途、契約更

新、契約解除等の条項が含まれます。契約締結前、以下の事項に注意する必要があります。 

 

2.1 契約当事者の身分 

 

契約当事者の身分は締結に影響を与えます。例えば、一方の当事者は個人事業主、パートナ

ーシップ又は有限責任会社の場合、書名に加えて、賃貸借契約書に会社印又は鋼印（common 

seal）を捺印し、且つその定款細則に従わなければなりません。 

 

2.2 物件の用途 

 

賃貸借契約書の条項は、賃貸物件が住宅用又は非住宅用（もしくは法規制が規定したその他

の用途）でのみ使用できると規定しています。借主は住宅用物件を商業用で使用する場合、契

約違反になります。 

 

2.3 土地税、共益費又は公共料金等 

 

賃貸借契約書は、借主が土地税、共益費又は公共料金（水、電、カス）等の費用を負担するか

否かを明確に規定する必要があります。 
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既存の公共事業の支払用口座が貸主によって管理されている場合、貸主は当該口座の所有者

を借主に変更し、又は当該口座を借主の他の口座に置き換える必要があります。また、賃貸借

契約書は契約解除後、借主がどのように未払金を支払うか（例えば、保証金から差し引くこと）

について説明する必要があります。借主が貸主の口座に保証金を振り込んだ場合、賃貸借契

約書はいつ、どのように保証金を返金するかについても説明しなければなりません。 

 

2.4 修繕維持義務 

 

物件の修繕維持義務は通常、借主と貸主が合意したものです。従って、両方の意思表示が合致

しない場合、一般的に、賃貸借契約書は修繕・維持の責任について規定し、修繕・維持の責任

を借主や貸主に負わせることがありません。 

 

2.5 印紙税（印花税） 

 

締結した賃貸借契約書は通常 2 部があり、締結日から 30 日以内に税務局の印紙税署に提出さ

れ、印紙を貼り付けられる必要があります。 

 

印紙税率は契約期間によって異なります。法律には、借主と貸主のどなたかが印紙税を納付す

ることを規定していません。両当事者は相談することができますが、それぞれ半額を負担する場

合が多いです。 

 

もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。   

メール： info@kaizencpa.com   

固定電話： +852 2341 1444   

携帯電話： +852 5616 4140 、 +86 152 1943 4614  

ライン・ WhatsApp ・ Wechat ： +852 5616 4140  

Skype: kaizencpa  

公式ウェブサイト： www.kaizencpa.com 

 

関連資料： 

［香港会社設立の手続きと費用］ 

https://www.kaizencpa.com/jp/Services/info/id/386.html 
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